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本号で公布された条例のあらまし 

 

◇栃木県県税条例の一部改正（栃木県条例第１号） 

１ 狩猟税の納税証紙を廃止すること等のため、所要の改正をすることとしました。 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、一部を除き、令和７（2025）年４月１日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県社会福祉施設整備基金の設置及び管理に関する条例の廃止（栃木県条例第２号） 

１ 栃木県社会福祉施設整備基金を廃止するため、栃木県社会福祉施設整備基金の設置及び管理に関する条例

を廃止することとしました。 

２ この条例は、令和７（2025）年３月31日から施行することとしました。 

◇栃木県用地造成事業基金条例の廃止（栃木県条例第３号） 

１ 栃木県用地造成事業基金を廃止するため、栃木県用地造成事業基金条例を廃止することとしました。 

２ この条例は、令和７（2025）年３月31日から施行することとしました。 
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又
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３
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1
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、
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該
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税
証
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面
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す
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。
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に
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に
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受
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又
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損
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３
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付
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す
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す
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狩
猟
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す
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。
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年
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１
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又
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損
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３
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。
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に
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に

よ
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受
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又
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損
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３
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返
還
し

た
者

に
対
し

、
当
該

納
税
証

紙
の

額
面
金

額
に
相

当
す
る

金
額

か
ら
当

該
納
税

証
紙
の

取
扱

手
数
料

と
し
て

当
該
返

還
し

た
者
に

対
し
て

交
付
し

 

た
金

額
を
控

除
し
た

金
額
を

還
付

す
る
も

の
と
す

る
。

 

２
月

末
日

ま
で
に

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記
載

し
た

申
請

書
を

知
事

に
提
出

す
る

と

と
も

に
、

規
則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
当

該
申

請
に

係
る

自
動

車
を
運

転
す

る

者
に

係
る

運
転
免

許
証

又
は

免
許

情
報

記
録
個

人
番

号
カ

ー
ド

そ
の

他
規
則

で
定

め

る
書

類
等
を

提
示
し

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

(
1
)
～
(
4
)
 

略
 

(
5
)
a
当
該

運
転

免
許

証
又

は
当

該
免

許
情

報
記
録

個
人

番
号

カ
ー

ド
に

係
る
免

許
情

報
記

録
の

番
号
、

有
効

期
限

、
運

転
免

許
の
種

類
及

び
条

件
が

付
さ

れ
て
い

る
場

合
に

は
そ
の

条
件

 

(
6
)
・
(
7
)
 

略
 

 

（
狩

猟
税
の

証
紙
徴

収
の
手

続
）

 

第
1
6
5
条

a
狩
猟

税
の

納
税

者
は

、
証

紙
徴
収

の
方

法
に

よ
っ

て
狩

猟
税
を

払
い

込
む

と

き
は

、
当

該
狩
猟

税
の

額
に

相
当

す
る

現
金
を

納
付

し
た

後
、

狩
猟

者
の
登

録
に

関

す
る

申
請

書
に
納

税
済

印
の

押
印

を
受

け
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 

略
 

  第
1
6
6
条

及
び
第

1
6
7
条

 
削

除
 

    

２
月

末
日

ま
で
に

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記
載

し
た

申
請

書
を

知
事

に
提
出

す
る

と

と
も

に
、

規
則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
当

該
申

請
に

係
る

自
動

車
を
運

転
す

る

者
に

係
る

運
転
免

許
証

又
は

免
許

情
報

記
録
個

人
番

号
カ

ー
ド

そ
の

他
規
則

で
定

め

る
書

類
等
を

提
示
し

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

(
1
)
～
(
4
)
 

略
 

(
5
)
a
当
該

運
転

免
許

証
又

は
当

該
免

許
情

報
記
録

個
人

番
号

カ
ー

ド
に

係
る
免

許
情

報
記

録
の

番
号
、

有
効

期
限

、
運

転
免

許
の
種

類
及

び
条

件
が

付
さ

れ
て
い

る
場

合
に

は
そ
の

条
件

 

(
6
)
・
(
7
)
 

略
 

 

（
狩

猟
税
の

証
紙
徴

収
の
手

続
）

 

第
1
6
5
条

a
狩
猟

税
の

納
税

者
は

、
狩

猟
者
の

登
録

を
受

け
る

際
に

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

狩
猟

者
の
登

録
に

関

す
る

申
請

書
に
、

県
の

発
行

す
る

納
税

証
紙
を

は
る

こ
と

に
よ

り
、

当
該
税

金
を

払

い
込

ま
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 

略
 

 

（
納

税
証
紙

売
り
さ

ば
き
人

の
指

定
）

 

第
1
6
6
条

a
前
条

第
１

項
の

納
税

証
紙

は
、
知

事
の

指
定

を
受

け
た

者
が
売

り
さ

ば
く

も

の
と

す
る
。

 

 

（
納

税
証
紙

の
種
類

等
）

 

第
1
6
7
条

a
第

1
6
5
条

第
１

項
の

納
税

証
紙
の

種
類
及

び
形
式

は
、

規
則
で

定
め
る

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第
２
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
社
会
福
祉
施
設
整
備
基
金
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

 

 
 
栃
木
県
社
会
福
祉
施
設
整
備
基
金
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

3
9
年
栃
木
県
条
例
第
５
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
７
年
３
月

3
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
財
政
課
）

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

（
税

務
課
）
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0
0
 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第
２
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
社
会
福
祉
施
設
整
備
基
金
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

 

 
 
栃
木
県
社
会
福
祉
施
設
整
備
基
金
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

3
9
年
栃
木
県
条
例
第
５
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
７
年
３
月

3
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
財
政
課
）

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

         
栃
木
県
条
例
第
３
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
用
地
造
成
事
業
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

 

 
 
栃
木
県
用
地
造
成
事
業
基
金
条
例
（
昭
和

6
3
年
栃
木
県
条
例
第
１
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
７
年
３
月
3
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
企
業
局
）

 
 

 

 

 


